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SMILE 

☆ 今月も笑顔（スマイル）でスタート 
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今月の SMILE 
 

 

 

まいど おおきに！ 

 

 上海のロックダウンの解除から１ヶ月が経ちました。今でもオフィスなどの建物に入る場合には、72 時間以内の PCR 検

査の陰性証明が必要ですし、飲食のお店はテークアウトはOKですが、６月 28日まで店舗での飲食はできない状況（中

には裏でひっそりと営業している店もありますが）でした。 

 そして上海のご老人たちの生活にも、今回のロックダウンによって大きな変化がありました。それは銀行の窓口での現

金の引き出しです。彼らは、定期的に年金をもらいますが、多くの人は、ATM やネットバンキング（お年寄りに IT はきつ

いですよね）を利用せず、いつも行き慣れている支店の窓口に行って、通帳で記帳し、現金でお金を引き出しています。

ところが、このコロナ期間中は、銀行に行けませんでした。そしてコロナ解除後も、銀行では、店内での対応可能なお客

さんの数が決められていて、例えば 3 名とすると、その 3 名だけを中に入れて（もちろん PCR の陰性証明を見せて）、終

わったらその都度しっかり消毒してから、次の 3 名を中に入れるといった具合に対応します。これでは 1 日に対応できる

人数も限られてしまいます。そこでご老人たちは、朝早く起きて、銀行の前で並びます（例えば朝 4時など）。 

また外回りの会社員もお昼は、テイクアウトで昼食は買えるものの、座って食べるところが少なく、立って食べるしかあり

ませんでした。本当に早く通常の上海の生活に戻ってほしいと願うばかりです。 

中国国家統計局が発表した 4 月の失業率は 6.1%でした。長く中国の経済を見てきた人にとっては、5%を超える数値

が公表されることでも驚きです。内訳としては、16 歳から 24 歳の失業率は 18.2%で、25 歳から 59 歳の失業率は 5.3%で

した。また今年の新卒者数は 1,076 万人であり、就職が大変厳しくなっています。北京大学の新卒者ですら、就職が決

まったのは 60%であると言われています。モルガンスタンレーの経済学者チェンジュン氏の予測では、中国の GDP が 1%

増加すると 200 から 240 万人の雇用が増加するとのことです（ちなみに中国の第 1 四半期の GDP は 4.8%とのこと）。従

って、これらの失業率の改善や新卒者の雇用創出のためにも、今後の経済政策が注目されます。 

 

 日本では今月は参議院選挙ですね。日本の皆さん、投票に行きましょう！ 

 

それでは今月も笑顔（スマイル）でスタートしましょう！ 

 

 

 

 

上海のロックダウン解除から１ヶ月 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



中国経済情報  

 

 

中国 5月輸出額 前年比 16％余のプラス コロナ影響から回復進む 

中国の 5月の輸出額は、去年の同じ月と比べて 16％余りのプラスと、新型コロナウイルスの感染拡大による影響から

回復が進み、物流の混乱などがいくぶん改善したとみられます。 

 中国の税関当局が 6月 9日に発表した 5月の貿易統計によりますと、輸出と輸入を合わせた貿易総額は 5,377億

4,000万ドルと、去年の同じ月と比べて 11.1％のプラスとなりました。このうち輸出額は 3,082億 5,000万ドルと 16.9％の

プラスとなりました。 

 中国では、最大の経済都市 上海で厳しい外出制限がとられた影響などで、4月の輸出額は一昨年 6月以来の低い

伸び率にとどまっていました。5月は、物流の混乱や工場の操業停止などの状況がいくぶん改善したとみられます。 

 一方、輸入額は 2,294億 9,000万ドルで 4.1％のプラスと、低い伸び率にとどまっていて、感染拡大によって生産の減

少が続いたことなどが要因だとみられます。 

 中国の貿易をめぐっては、日本への部品供給が滞って自動車メーカーの生産などにも影響が出ていますが、混雑が

起きていたコンテナの取扱量で世界最大の上海港の状況も、今月に入って外出制限が事実上解除され、例年並みに

戻ってきているというデータもあり、今後、中国の貿易の回復がさらに進むかが焦点となります。 

詳細について、下表をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マクロ経済情報 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国、5月 CPIは穏やかな上昇 PPIの上昇は鈍化 

 国家統計局は 6 月 10 日、5 月における消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）の統計を発表しました。5 月

の CPIは 4月と比べて上昇幅が縮小しましたが、前年同月比で安定して上昇していることが示されました。 

 4 月に 0.4%だった CPI の前月比上昇率は、5 月には 0.2%に縮小しました。食品のうち、野菜価格は 15.0%の下落で、

豚肉価格は 5.2%上昇しました。非食品価格の前月比上昇率は 0.1%で、4 月より 0.1ポイント縮小しました。 

 5 月における CPI の前年同月比上昇率は 2.1%で、上昇幅は前月と同じでした。うち、食品価格は 2.3%の上昇でした。

野菜価格は前年同期比 11.6%の上昇で、上昇率は 4 月よりも 12.4 ポイント縮小しました。卵の価格は 11.4%の上昇で、

上昇幅は同 1.9 ポイント縮小しました。豚肉の価格は前年同期比で依然として下落傾向を示していますが、下落幅は前

月より縮小しました。非食品価格は 2.1%の上昇でしたが、上昇幅は前月より縮小しました。 

 5 月の PPI は、各地区や各部門が新型コロナウイルス感染症対策と経済発展を効果的に統合するとともに、重点の産

業チェーンとサプライチェーンの円滑化と安定化に全力を挙げたことで、前月比で 0.1%上昇、前年同月比で 6.4%上昇し

ましたが、上昇幅ではいずれも縮小傾向が続きました。 

 

詳細については、下表をご覧ください。 



 



 



会計・税務情報 

 

财政部及び税务总局は、2022年 3月 1日付で、「中小企業の「六税二費」減免政策のさらなる実施に関する公告（財

政部 税务総局公告 2022年第 10号）」（中文名：关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告）を公布しまし

た。 

その主な内容は以下の通りです。 

１．省、自治区、直轄市の人民政府は、管轄地区の状況とマクロ的重要に基づき、増値税小規模納税人、中小企業及

び個人事業者に対して、50%の範囲内で、六税、すなわち、資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、

印紙税（証券取引の印紙税は含まない）、耕地占用税、及び二費、すなわち、教育費附加、地方教育附加、を減免す

ることができる。 

２．本公告を適用できる中小企業とは、国家が制限または禁止していない産業に従事する企業で、年間課税所得が 300

万元以下、従業員数が 300人以下、総資産が 5千万元以下という 3つの条件を満たす企業を指す。 

尚、従業員数には、企業と労働関係にある従業員及び企業が労働者派遣のために受け入れた労働者数を含む。 従

業員数及び総資産の指標は、企業の年間を通じた四半期ごとの平均値によって決定されるものとする。 具体的な計

算式は以下の通り。 

  四半期平均＝（期首＋期末）÷2 

  年間の四半期平均＝年間の四半期平均の合計÷4 

また企業が年度の途中で事業活動を開始または終了した場合には、実際の営業期間を課税年度として上記の指標

を決定する。 

３．本公告の有効期間は、２０２２年１月１日から２０２４年１２月３１日とする。 

上記の条件に該当する企業の皆さんには、この優遇政策の適用をお薦めします。 

人事労務情報 

 

 

人力資源社会保障部、財政部、国家税务総局が、2022 年 4 月 25 日に公布した、「雇用の安定と失業の防止に向け

たスキルアップのための失業保険の業務に関するお知らせ（中文名：关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的

通知关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知）」の第 5 項によれば、就業維持のための単発訓練補助金の

支給が書かれています。その内容は以下の通りです。 

2022 年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで、累計 1 回（以上）の中・高リスクの流行地域の市および県（市、区）において、

新型コロナウイルスの感染流行による深刻な影響により、一時的に通常営業できない中小企業に対して、失業保険被保

険者 1 人当たり 500 元以下の割合で、就業維持のための単発訓練補助金を支給し、 業務ができない従業員に業務の

代わりに研修させることを通して企業組織を支援します。 社会組織、財団、社会サービス機関、法律事務所、会計事務

所、そして保険に加入している個人事業主が、この政策を利用できます。 

社会保険機関は、ビッグデータを通じて、企業が訓練計画、訓練証明書、従業員名簿、生産・運営証明書を提出しな

くても、失業保険加入企業の人数に応じて、直接、補助金を支給することができます。 上記の補助金は、同一企業に対

して 1 回のみ交付されます。 上記の方針を実施する地域では、前年度の失業保険基金のロールオーバー残高の積立

期間は、少なくとも 2 年でなければなりません。 この政策は、2022 年 12 月 31 日まで実施される予定です。 具体的な

対策は、各省（中央政府直轄の自治区・市町村）が策定するものとするとします。 

 皆さんが所属する地区の社会保険機関に、問い合わせてみてはいかがでしょうか？ 

 

通知原文：人力资源社会保障部 财政部 国家税务总局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知_中华人

民共和国人力资源和社会保障部 (mohrss.gov.cn) 

 

追記 

上海市は、毎年 7月 1日に最低賃金基準を調整しますが、今年度の月の最低賃金基準は、昨年度の 2,590元（手取

り）（時間最低賃金は 23元）と同額、すなわち据え置きにすることになりました。 

 

「六税二費」減免政策について 

 

ぜいきん 

に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従業員 1人当たり 500元までの補助が受けられます 

 

 

 

http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/shbx/202205/t20220512_447569.html
http://www.mohrss.gov.cn/xxgk2020/fdzdgknr/zcfg/gfxwj/shbx/202205/t20220512_447569.html


 

特別連載読み物 

 

 

 

 

第 82回 ： 「“愛する” と、 “好き！” とは、“あっち” と “こっち” の大違い！」 

 

今回は、当年 78歳の私には、ちょっぴりちょっと照れ臭いようなテーマですが、現役の皆さんには、じっくりと考えてい

ただきたいテーマだと思うのです。 

 

““愛する！” という行為で、「愛という情」をうけるのは、あっち（相手側）ですね。 

“”好き！“ という行為で、「愛という情」をうけるのは、こっち（自分側）ですね。 

 

また、 

“愛する！” という行為は、自分の気持ちであって、あっち（相手）に与えるもの！ 

“好きです！” という行為は、相手の感情を、自分のために奪うもの！ 

 

「あなたが好きです！」 と言う行為は、一見、「あなたのことを想っています！」というように思えますが、実は、“私が好き

なあなた” を自分のものにしたい！・・・と言う「自分のための感情」＝「自分への愛」なのです。 

 

そして、“あなたを愛しています！” ということから生まれる行為は、「相手に見返りを求めることなく、愛情を与え続け

る心が持てる」 ということであろうと、最近になって思えるようになったのです。 

 

また、 

“愛する！”・・・とは、「相手の失敗・成長、いずれも許す心」 

“愛する！”・・・とは、「自分のものを与えることを惜しまない心」 

“愛する！”・・・とは、「自分への見返りを求めない心」 

 と、見つけたり！！ 

 

 皆さん、どう思われますか？？？     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(お問い合わせ先) 

上海満意多企業管理諮詢有限公司 

〒200336  上海市長寧区 延安西路 2201号  

上海国際貿易中心 2415室 

TEL: +86-21-6407-0228   FAX :+86-21-6407-0185 

E-mail: info@shmydo.com  URL: http://shmydo.jp 

 

  

 

ナニワのおっちゃん経営道！ 

≪新コーナー≫ 社会人・企業人としての「ものの見方・みえ方」について語る！ 

mailto:info@shmydo.com
http://shmydo.jp/

